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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータによって利用可能な媒体上に動作可能に記憶される、コンピュータによっ
て利用可能なプログラムコードを含むコンピュータプログラムであって、当該コンピュー
タによって利用可能なプログラムコードが、所定の方法を実行するようにされ、当該方法
が、
　三次元撮像法により得られた強度データのデータセットを用いて人間組織(14)又は動物
組織において診断装置を含む対象の、移動に対する少なくとも１つの適用可能な経路(32)
を、セグメント化の結果の関数として決定する前に、画像内の重要な構造を決定するため
の画像のセグメント化をせずに、移動の前記適用可能な経路に対する直接的な探索を実行
することによって、決定する方法であって、移動の前記適用可能な経路(32)が、前記装置
の開始位置(28)を規定された目標の場所(30)とつなぎ、前記方法は、
　前記装置の基準点の前記目標の場所を規定し、前記装置の前記基準点の少なくとも１つ
の可能な開始位置を選択するステップと、
　対応する可能な開始位置と前記規定された目標の場所との間の移動の候補経路を決定す
るステップと、
　移動の前記候補経路に沿った強度データから生じる局所的強度極値及び／又は強度変化
に関する情報に依存して適用可能な経路であると移動の前記候補経路を評価するステップ
と、
を有するコンピュータプログラム。
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【請求項２】
　移動の前記候補経路が、最短ルートに沿って前記可能な開始位置及び前記目標の場所を
つなぐ移動の線形経路である、請求項１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項３】
　移動の前記候補経路の各々の評価が、移動の前記候補経路の周りの領域における前記強
度データの専門家の評価を考慮に入れる、請求項１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項４】
　移動の前記候補経路の評価が、コンピュータシステムにより実行される自動評価である
、請求項１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項５】
　前記専門家の評価が、前記局所的強度極値及び／又は強度変化に関する対応する情報と
一緒に、前記コンピュータシステムのトレーニングに対して使用される、請求項３に記載
のコンピュータプログラム。
【請求項６】
　前記三次元撮像法が、磁気共鳴撮像法、核磁気共鳴撮像法、又は磁気共鳴断層撮影法で
ある、請求項１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項７】
　前記候補経路又は少なくとも前記候補経路の可能な開始位置を表示するステップを有す
る、請求項１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項８】
　前記可能な開始位置の関心領域が、表示され、前記適用可能な経路の開始位置が、第１
の色で表示され、適用可能でない経路の開始位置が、第２の色で表示される、請求項７に
記載のコンピュータプログラム。
【請求項９】
　前記候補経路が、強度プロファイルとして表示される、請求項７に記載のコンピュータ
プログラム。
【請求項１０】
　強度プロファイルが、当該強度プロファイルの局所的強度極値の周りの領域の少なくと
も１つの画像と関連して表示される、請求項９に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１１】
　移動の所定の候補経路に対する局所的強度極値及び／又は強度変化に関する情報の許容
可能な閾値が、移動の前記所定の候補経路の隣接した経路を参照して決定される、請求項
１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１２】
　前記強度及び／又は強度変化に関する情報が、移動の前記候補経路に沿った運動方向に
垂直な前記装置の最大断面上の前記強度データを統合することにより計算される、請求項
１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１３】
　請求項１ないし１２のいずれか一項に記載のコンピュータプログラムを含む、記憶装置
、フロッピーディスク、ＣＤ、ＤＶＤ，ブルーレイディスク又はランダムアクセスメモリ
のようなコンピュータ可読媒体。
【請求項１４】
　処理ユニット、メモリ、データインタフェース、ディスプレイ、入力装置及び請求項１
ないし１２のいずれか一項に記載のコンピュータプログラムを備えたコンピュータシステ
ムにおいて、前記コンピュータプログラムを実行するコンピュータシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、３次元撮像法により得られた強度データのデータセットを用いて、人間組織
又は動物組織内の対象、特に外科及び／又は診断装置の移動に対する少なくとも１つの適
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用可能な経路を決定する方法に関し、移動の前記経路は、前記装置の開始位置を規定され
た目標の場所につなぐ。本発明は、記憶装置、フロッピーディスク、ＣＤ、ＤＶＤ、ブル
ーレイディスク又はランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）のようなコンピュータ可読媒体、
並びにコンピュータ使用可能プログラムコードを含むコンピュータ使用可能媒体を有する
コンピュータプログラムプロダクト及びコンピュータシステムにも関する。
【背景技術】
【０００２】
　ヘルスケア診断決定支援システム又はコンピュータ支援診断（ＣＡＤ）システムは、医
療画像の解釈において医療専門家又は医師のようなユーザを支援するのに医学分野におい
て使用される。Ｘ線、磁気共鳴撮像（ＭＲＩ）、及び超音波診断における撮像法は、前記
ユーザが短時間で包括的に分析及び評価しなければならない大量の情報を生じる。ＣＡＤ
システムは、典型的な外観に対して、例えば磁気共鳴撮像からのデジタル画像をスキャン
し、血管、神経路、室、機能的エロクエント領域（functionally eloquent regions）及
び／又は腫瘍領域のような目立つ構造を強調表示するのを助ける。通常、決定樹及びニュ
ーラルネットワークのような機械学習法が、基礎となる真実を持つ多数の既知の事例、す
なわち診断が病理学により裏付けられた事例に基づいて分類器を構築するのに使用される
。前記分類器は、診断を、既知の事例から構築された計算構造及び未知の構造事例に対す
る入力されたフィーチャに基づかせる。前記分類器の出力は、前記未知の構造の推定され
た性質及びオプションとして信頼値を示す。医療撮像施設の精度は、非常に小さな構造を
検出するように進歩し、処理されるべきデジタル画像の数が増加すると、このタイプのＣ
ＡＤは、医師のようなユーザを支援するツールとしてますます重要になる。コンピュータ
生成分類は、診断に関連した精度及び信頼性を高めるための医師のようなユーザに対する
セカンドオピニオンであるとみなされる。
【０００３】
　コンピュータ支援手術（ＣＡＳ）は、術前計画に対して及び外科的介入をガイド及び実
行するのにコンピュータ技術を使用する外科的概念及び方法のセットを表す。ＣＡＳは、
コンピュータ支援手術、コンピュータ支援介入、画像ガイド手術及び手術ナビゲーション
としても知られるが、これらの用語は、多かれ少なかれＣＡＳと同義語である。
【０００４】
　ＭＲＩのような画像ガイド治療における外科及び／又は診断装置に対する移動の適用可
能な経路（安全な手術軌道）を決定する従来のアプローチは、２つの基本的なステップ、
すなわち、移動の可能な経路を規定する空間領域内の各重要な構造（critical structure
）をセグメント化するステップと、その後、対応する安全な又は適用可能な経路を決定す
るステップとを常に有する。応用の１つの重要な分野は、脳外科である。詳細には、従来
の手術計画は、主に、以下のステップに従う。
【０００５】
　第１のステップにおいて、目標の場所は、手動で、又は自動的に、又は半自動的に規定
される。これは、しばしば定位固定座標系における、テンプレートに磁気共鳴（ＭＲ）体
積を登録すること、及びこの変換からの解剖学的構造の検出、又は前記目標の場所を決定
するために正中矢状面及びＡＣ／ＰＣ点のような点又は面ランドマークを識別することの
いずれかを含む。一度前記目標が決定されると、前記計画は、エントリ点の検出に帰着す
る。多くの場合、前記エントリ点と目標点との間の経路は、直線でなければならず、重要
な構造に当たるべきではない。
【０００６】
　第２のステップは、血管、脳回及び溝、室、及び脳内の機能的エロクエント領域のよう
な、重要な領域の識別である。これは、画像セグメント化アルゴリズムのセットを適用す
ることにより、例えばコントラスト強調Ｔ1重み付けＭＲ画像からのこれらの構造をセグ
メント化することを含む。機能的エロクエント領域は、ｆＭＲＩ（機能的磁気共鳴画像）
及び／又はＤＴＩ（拡散テンソル画像）データを分析することにより決定される。
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、三次元撮像法により得られたデータセットを用いて組織内の外科及び
／又は診断装置に対する移動の少なくとも１つの適用可能な経路を決定する改良された方
法及び改良されたシステムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この目的は、独立請求項に規定される本発明により達成される。
【０００９】
　本発明による方法は、（ｉ）前記装置の基準点の目標の場所を規定し、前記装置の前記
基準点の少なくとも１つの可能な開始位置を選択するステップと、（ｉｉ）前記対応する
可能な開始位置と前記規定された目標の場所との間の移動の候補経路を決定するステップ
と、（ｉｉｉ）移動の前記候補経路に沿った強度データから生じる局所的強度極値及び／
又は強度変化に関する情報に依存して適用可能な経路であると移動の前記候補経路を評価
するステップとを有する。
【００１０】
　まず複数のステップにおいてセグメント化することにより避けるべき適用可能な経路を
決定し、次いでこれらのセグメント化の結果の関数として移動の適用可能な経路（安全な
軌道）を決定する前述の二段手術計画アプローチの代わりに、セグメント化ステップをス
キップすることにより移動の適用可能な経路に対する直接的な探索が、本発明による方法
において実行される。換言すると、本発明による方法は、重要な構造の位置及び拡張を全
体として考慮せず、単純に前記候補経路の領域内の重要な構造の存在を示す移動の前記候
補経路に沿った強度データから生じる強度極大値及び／又は強度極小値及び／又は強度変
化に関する情報（強度情報）を見る。前記重要な構造は、血管、神経路、室、及び／又は
機能的エロクエント領域のような組織内の構造である。前記データセットの強度極値及び
／又は強度変化に関する情報は、したがって、移動の少なくとも１つの適用可能な経路を
決定するのに直接的に使用される。本発明による方法は、とりわけ、以下の利点、すなわ
ち、
  セグメント化プロセスを必要としない強度特性による経路候補の直接的評価、
  例えばＭＲ画像に影響を与える強度不均等性問題を避ける局所的強度特性に対する自動
適合、
  移動の前記可能な経路を決定する探索ステップにおける、機能的情報の統合のような、
他のタイプの制約を追加する適応性、及び
  前記方法を複数の線セグメントに対する探索に拡張することによる非直線経路に対する
サポート、
  強度プロット及び画像ベースサムネイルのような経路情報の説明的な表示を提供するオ
プション、
を持つ。
【００１１】
　候補経路の安全レベルを決定するために、前記強度極値及び／又は強度変化に関する情
報に基づく移動の可能な経路に沿った強度プロファイルが、分析される。安全な又は適用
可能な経路は、経路領域において大きな極大値又は大きな極小値を持っていてはならない
。これらの極大値及び／又は極小値は、各点に対して窓が中心に配置され、前記窓内の極
大及び極小強度が計算される、いわゆるスライディングウィンドウアプローチにより検出
される。中心画素が極大又は極小のいずれかである場合、これは、重要な構造である可能
性がある。これを確認するために、前記窓内の極大値及び極小値の差が、ピークと谷の突
出を決定するように前記目標の場所における強度と比較される。この後に、空間的制約を
考慮して、軌道が、安全であるか否かを決定される。安全であると決定された候補経路は
、適用可能な経路である。
【００１２】
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　本発明の好適な実施例によると、移動の前記候補経路は、最短ルートに沿って前記開始
位置及び前記目標の場所をつなぐ移動の線形経路である。移動の前記線形経路は、最も幅
広く使用されるタイプの経路である。線形経路を使用する典型的な外科及び／又は診断装
置は、針形状又は棒形状装置である。
【００１３】
　本発明の他の好適な実施例によると、評価は、移動の前記候補経路の周りの領域におけ
る強度データの専門家の評価を考慮に入れる。前記専門家の評価は、好ましくは、強度変
化又は局所的極大値（ピーク）又は局所的極小値（谷）が重要な構造に起因するかどうか
の専門家の個別的決定である。本発明に関して、用語"専門家"は、表示された構造を参照
して強度データを解釈する知識を持つ人に関する。
【００１４】
　本発明の他の好適な実施例によると、移動の前記候補経路の評価は、コンピュータシス
テムにより実行される自動評価である。このコンピュータシステムは、好ましくは、ＣＡ
Ｄ（コンピュータ支援診断）又はＣＡＳ（コンピュータ支援手術）システムである。
【００１５】
　好ましくは、前記専門家の評価は、前記強度及び／又は強度変化に関する対応する情報
と一緒に、前記コンピュータシステムのトレーニング（教育）に対して使用される。前記
コンピュータシステムは、入力データの強度の動的範囲を学習することにより前記強度変
化に対して適応的アルゴリズムを使用する。前記対応するコンピュータシステムは、決定
樹、サポートベクトルマシン、アダブースト、又はニューラルネットワークのような機械
学習技術に基づく。このシステムの前記分類器は、その診断を、既知の事例から構築され
た計算構造と、移動の前記候補経路に沿った入力された極値及び／又は強度変化とに基づ
かせる。
【００１６】
　前記三次元撮像法は、好ましくは、単一の回転軸の周りで取られた多数の二次元Ｘ線画
像から対象の内側の三次元画像を生成する医療撮像法である。前記三次元撮像法は、例え
ば、Ｘ線コンピュータ断層撮影（ＣＴ）法又は撮像超音波法である。本発明の好適な実施
例によると、前記三次元撮像法は、磁気共鳴撮像（ＭＲＩ）法、核磁気共鳴撮像（ＮＭＲ
Ｉ）法、又は磁気共鳴断層撮影（ＭＲＴ）法である。前記強度データは、Ｔ1重み付けＭ
Ｒスキャン及び／又はＴ2重み付けＭＲスキャン及び／又はＴ*

2重み付けＭＲスキャンか
ら及び／又は磁化移動ＭＲＩにより及び／又は液体減衰反転回復（ＦＬＡＩＲ）及び／又
は磁気共鳴血管造影により及び／又は磁気共鳴ゲート頭蓋内ＣＳＦダイナミクス（ＭＲ－
ＧＩＬＤ）により得られる。
【００１７】
　本発明の好適な実施例によると、前記人間又は動物の組織は、脳組織である。経路決定
方法の重要な応用は、対応する組織が脳組織である脳手術計画である。この組織内の重要
な構造は、血管、脳回及び溝、脳室、及び／又は機能的エロクエント領域である。
【００１８】
　第１の代替例において、許容可能な経路の許容可能なヨー及びピッチ角度が、決定され
る。選択された角度は、２つの制約を満たし、すなわち、１）前記開始位置が、前記目標
の場所と同じ半球にあるべきである、及び２）前記探索が、前記目標の場所の横又は下で
はなく脳の上に向けられるべきである。前記ヨー及びピッチ角度を決定すると、そのプリ
セット角度範囲内で、前記目標の場所から脳の表面に向けた線が投じられ、ここで潜在的
な開始位置が配置される。最終的に、各候補経路（候補軌道）の強度プロファイルが分析
され、安全であるか否かラベル付けされ、及び／又は連続的な安全値を与えられる。安全
であるとラベル付けされた又は対応する安全値を持つ候補経路は、適用可能な経路である
。
【００１９】
　第２のアプローチにおいて、（前記探索が前記目標の場所の横又は下ではなく脳の上端
に向かうべきであるという制約を直ちに満たす）頭頂部に対応する軸方向におけるスライ
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スが、決定される。脳の左側の目標の場所に対して、前記スライスの左半分を選択し、右
側の目標の場所に対して、前記スライスの右脳半球に対応する領域のみが、選択される（
前記開始位置が前記目標の場所と同じ半球にあるべきであるという制約を満たす）。この
後に、上記のような前記スライス上の各適格点と所定の目標の場所との間の線は、前記候
補経路を形成する。
【００２０】
　本発明の他の実施例によると、前記方法は、移動の前記少なくとも１つの候補経路又は
移動の前記少なくとも１つの候補経路の開始位置を表示するステップを有する。可能な開
始位置のグラフィック表現の好適なモードにおいて、可能な開始位置の関心領域が表示さ
れ、適用可能な経路の開始位置が第１の色で表示され、他の経路の開始位置が第２の色で
表示される。特に、これは、カラー皮質表面マップの形式であることができ、例えば、前
記第１の色は緑であり、重要な構造を避ける制約を満たす適用可能な経路を示し、前記第
２の色は赤であり、他の（安全ではない）開始位置を示す。前記組織が脳組織である場合
、前記カラー皮質表面マップは、頭蓋における候補エントリ位置を表示する。
【００２１】
　好ましくは、移動の前記候補経路は、強度プロファイルとして表示される。より好まし
くは、前記強度プロファイルは、例えばサムネイル画像として、前記局所的極値の周りの
領域の少なくとも１つの画像と関連して表示される。
【００２２】
　本発明の他の好適な実施例によると、所定の候補経路に対する局所的強度極値及び／又
は強度変化に関する情報の許容可能な閾値が、決定される又は少なくとも部分的に前記所
定の候補経路の隣接した経路により決定される。
【００２３】
　本発明の他の態様によると、前記強度プロファイルは、移動の前記候補経路に沿った運
動方向に垂直な前記装置の最大断面上の前記強度データを統合することにより計算される
。この統合は、様々な方法で実施されることができる。一実施例において、前記経路に沿
った最大強度変化を生じる強度値が、前記断面を表すのに使用される。他の実施例におい
て、複数の経路が、各個別の経路の安全性を決定するように別々に考慮される。この後に
、前記断面の安全性は、全ての単一経路の集合として計算される。
【００２４】
　本発明の他の態様によると、断面は、候補経路の周りの安全マージン（最も近い重要な
構造に対する距離として規定される）を参照するように規定されることができる。所定の
断面領域内に、特定の強度特性により示される重要な構造は存在しない。
【００２５】
　本発明の他の態様において、全ての候補経路は、安全であるか否か評価される。この後
に、各径路に対して、安全マージンは、安全ではないとラベル付けされた最も近い経路を
検出することにより計算される。この場合、安全な経路に対して、脳の表面におけるエン
トリ点は、計算された安全マージンの関数として色符号化されることができる。安全では
ない経路に対して、別の色符号化が使用されることができ、前記経路に沿った強度極小値
及び極大値の総数の関数であることができ、又は強度極小値又は強度極大値又は両方が前
記経路に沿って観測可能であるかどうかを識別する色符号化スキームであることができる
。
【００２６】
　本発明は、前述の方法をコンピュータに実行させる命令のセットを含む記憶装置、フロ
ッピーディスク、ＣＤ、ＤＶＤ、ブルーレイディスク又はランダムアクセスメモリ（ＲＡ
Ｍ）のようなコンピュータ可読媒体、及び前述の方法を実行するように構成されるコンピ
ュータ使用可能プログラムコードを含むコンピュータ使用可能媒体を有するコンピュータ
プログラムプロダクトに関する。
【００２７】
　本発明は、最後に、処理ユニット、メモリ、データインタフェース、ディスプレイ及び
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入力装置を有するコンピュータシステムであって、前述の方法を実行するシステムに関す
る。好ましくは、前記コンピュータシステムは、ＣＡＤ（コンピュータ支援診断）又はＣ
ＡＳ（コンピュータ支援手術）システムである。
【００２８】
　本発明のこれら及び他の態様は、以下に記載される実施例を参照して説明され、明らか
になる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】人間の頭部のコロナルスライスからの探索領域ビューを示す。移動の可能な経路
の領域は、対応する開始位置を共通の目標の場所とつなぐ多くの可能な経路（３つが明示
的に示されている）により構築される。
【図２】移動の"安全な"可能な経路、したがって移動の適用可能な経路の強度プロファイ
ルを示す。
【図３】移動の"安全ではない"可能な経路の強度プロファイルを示す。
【図４】適用可能な経路及び安全ではない経路に分割された可能な経路の領域の視覚化を
加えた脳の上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　図１は、人間の頭部１０のコロナルスライスからの探索領域ビューを示す。前記画像は
、頭蓋１２の上部及び頭蓋１２内の脳の組織１４を示す。脳組織１４内の外科又は診断装
置（図示されない）のような対象の移動に対する候補経路の領域１６は、対応する可能な
開始位置２４、２６、２８を共通の目標の場所３０とつなぐ多くの候補経路１８、２０、
２２（３つが明示的に示される）により構築される。
【００３１】
　組織１４内の前記装置の移動に対する適用可能な経路３２は、三次元磁気共鳴撮像法に
より得られる強度データのデータセットを用いて決定され、移動の適用可能な経路３２は
、前記装置の開始位置２８を規定された目標の場所３０と接続する。対応する決定方法は
、
  前記装置の基準点の目標の場所３０を規定し、前記装置の前記基準点の少なくとも１つ
の可能な開始位置２４、２６、２８を選択するステップと、
  対応する可能な開始位置２４、２６、２８と規定された共通の目標の場所３０との間の
移動の少なくとも１つの候補経路１８、２０、２２を決定するステップと、
  移動の候補経路１８、２０、２２に沿った強度データから生じる局所的強度極小値／極
大値（極値）及び／又は強度変化に関する情報に依存して適用可能な経路３２であると移
動の候補経路１８、２０、２２を評価するステップと、
を有する。
【００３２】
　組織１４内の前記装置の移動に対する適用可能な経路３２は、（図３の差込図に描かれ
る）重要な構造と干渉しない安全な経路である。
【００３３】
　候補経路１８、２０、２２の安全レベルを決定するために、強度極値及び／又は強度変
化に関する情報に基づく移動の候補経路１８、２０、２２に沿った強度プロファイル３４
、３６（図２及び３に示される）が、分析される。安全な適用可能な経路３２は、（脳）
組織領域において大きな極大値又は大きな極小値を持ってはならない。一般に、フィーチ
ャ"大きい"を規定する様々なオプションが存在する。
【００３４】
　この種の極大値及び／又は極小値を検出する好適なアプローチは、スライディングウィ
ンドウアプローチである。スライディングウィンドウアプローチにおいて、各点又はボク
セル（点により表される体積要素）に対して、窓が中心に配置され、前記窓内の極大及び
極小強度が計算され、対応する点／ボクセルが、大域的な極大値又は極小値であるように
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局所的に極大値又は極小値である必要があることを確認する。この後に、以下のステップ
のいかなる組み合わせも行われることができる。
－現在の点又はボクセルの強度と目標の場所３０の強度との間の絶対差が、Ｋ×組織全体
（例えば、脳体積）の強度標準偏差内であるべきである。係数Ｋは、個別に指定されるこ
とができ（例えばＫ＝１）、上側及び下側強度閾値を規定する。現在の点又はボクセルは
、この点／ボクセルの強度が前記下側強度閾値より低い場合に大きな極小値であり、前記
上側強度閾値より高い場合に大きな極大値である。
－現在の点／ボクセルを囲む体積のｘ、ｙ、ｚ勾配が、ｘ、ｙ、ｚ導関数をそれぞれ取る
ことにより計算される。前記導関数から、勾配の大きさは、各点／ボクセルに対して計算
される。この場合、ヒストグラムが、勾配の大きさから構築される。前記ヒストグラムの
ある百分率（例えばＰ＝８０％）が計算され、閾値として割り当てられる。現在の点／ボ
クセルの強度と目標の場所３０における強度との間の上記の絶対差は、この閾値と比較さ
れ、極小値又は極大値を見つける。
【００３５】
　目標の場所３０は、最初に与えられ（又は他の場所で見つけられ）、可能な開始位置２
４、２６、２８に対する探索が、この目標の場所３０から開始する。このようなものとし
て、目標の場所３０における強度値は、既知であり、極小値及び極大値の検出に対して使
用されることができる。
【００３６】
　前記画素／ボクセルが、極大値又は極小値のいずれかである場合、これは、重要な構造
を示す。この後に、空間的制約を考慮して、候補経路１８、２０、２２が、安全であるか
否かを決定される。安全であると決定された移動の候補経路２２は、適用可能な経路３２
である。図示された脳組織内の前記重要な構造は、血管、脳回及び溝、脳室、及び／又は
機能的エロクエント領域である。
【００３７】
　第１の代替例において、適用可能な経路３２の許容可能なヨー及びピッチ角度が決定さ
れる。選択された角度は、２つの制約を満たし、すなわち、１）前記開始位置は、目標の
場所３０と同じ半球にあるべきである、及び２）前記探索は、目標の場所３０の横又は下
ではなく脳の上部に向かうべきである。前記ヨー及びピッチ角度を決定され、このプリセ
ット角度範囲内に、目標の場所３０から脳の表面に向かう線が投じられ、ここに可能な開
始位置２４、２６、２８が配置される。最後に、各候補経路（候補軌道）１８、２０、２
２の強度プロファイルが分析され、安全であるか否かラベル付けされ、及び／又は連続的
な安全値を与えられる。安全であるとラベル付けされた又は対応する安全値を持つ候補経
路１８、２０、２２は、適用可能な経路３２である。
【００３８】
　第２のアプローチにおいて、（前記探索が前記目標の場所の横又は下ではなく脳の上端
に向かうべきであるという制約を直ちに満たす）頭頂部に対応する軸方向におけるスライ
スが、決定される。脳の左側の目標の場所３０に対して、前記スライスの左半分が選択さ
れ、右側の目標の場所３０に対して、前記スライスの右脳半球に対応する領域のみが、選
択される（前記開始位置が前記目標の場所と同じ半球にあるべきであるという制約を満た
す）。この後に、上記のような前記スライス上の各適格点と所定の目標の場所３０との間
の線は、候補経路１８、２０、２２を形成する。
【００３９】
　図２は、移動の安全な候補経路２２の強度プロファイル３４を描き、図３は、移動の安
全ではない候補経路２０の強度プロファイル３６を描く。両方の強度プロファイルの対応
する経路は、目標の場所３０において開始する。図２の強度プロファイル３４は、強度プ
ロファイル３４内の顕著な極大値が存在する前記経路の終了まで、強度の大きな変動（Ｋ
×目標の場所３０の強度の周りの強度標準偏差により与えられる強度閾値の外側である大
きな極小値又は大きな極大値）を示さない。これは、脳組織ではなく頭蓋１２の強度に対
応すると予測される。結果として、この候補経路２２は、安全であるとラベル付けされる
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ないと見なされる。図２に示される強度プロファイル３４に対応する移動の安全な候補経
路２２のみが、適用可能な経路３２である。
【００４０】
　前記方法の他の態様は、改良された視覚化ストラテジである。強度プロファイル３４、
３６に加えて、ユーザは、図２及び３に示されるグラフ上でクリックすることにより局所
的極大値又は局所的極小値の周りの領域の画像３８（サムネイル画像）を見ることもでき
る。両方の図において、極大値のみが、サムネイル画像と関連付けられ、しかしながら、
極大値及び極小値の両方が、同じように視覚化されることができる。更に、空間的状況に
関する、より多くの情報を得るように前記サムネイル画像のサイズを拡大することができ
る。
【００４１】
　他の実施例において、探索された軌道に対して非強度制約を加えることができる。これ
は、候補エントリ点検出ステップにおいて説明されたように探索領域を規定する形式であ
ることができる。探索領域は、許容可能な及び許容不可能な点を規定するマップの形式で
他の方法の結果を使用することにより規定されることもできる。このマップは、ｆＭＲＩ
、ＤＴＩ、Ｔ2等のような異なるモダリティの分析から生成されることができる。これは
、気道分析に対して使用される同じＭＲのＴ1コントラストから生成されることもできる
。例えば、安全軌道検出に対して前記探索領域を拘束するのに皮質セグメント化及び脳マ
スクの結果を使用することができる。
【００４２】
　図４は、候補経路の領域１６内の候補経路１８、２０、２２の可能な開始位置２４、２
６、２８からなる関心領域４０の視覚化を加えた脳の上面図を示し、関心領域４０は、適
用可能な経路３２の可能な開始位置２８の領域４４と、安全ではない候補経路１８、２０
の残りの領域４４とに分割される。
【００４３】
　例えば外科医のような対応するコンピュータシステムのユーザは、前記システムのディ
スプレイ上で脳を眺めることができ、前記ディスプレイは、安全な適用可能な経路３２の
開始位置２８を示すように緑で色づけされた領域４２と、安全ではない経路の開始位置２
４、２６を示すように赤で色づけされた他の領域４４とを有する可能な開始位置２４、２
６、２８の関心領域（ＲＯＩ）４０を描く。
【００４４】
　前記ユーザが、可能な開始位置の上にカーソル４６を配置する場合、図２及び３に示さ
れる対応する強度プロットは、本発明の一実施例において示される。図４に示される例に
おいて、カーソル４６は、適用可能な経路３２の可能な開始位置２８の領域４２の１つを
指す。前記システムは、図２に示されるような移動の"安全な"適用可能な経路３２の対応
する強度プロファイルを描く。コンピュータ支援手術（ＣＡＳ）システムであるコンピュ
ータシステムにおいて、カーソル４６は、前記外科及び／又は診断装置の移動に追随する
。
【００４５】
　本発明は、図面及び先行する記載において詳細に図示及び記載されているが、このよう
な図示及び記載は、説明的又は典型的であり、限定的ではないとみなされるべきであり、
本発明は、開示された実施例に限定されない。開示された実施例に対する他の変形例は、
図面、開示及び添付の請求項の検討から、請求された発明を実施する際に当業者により理
解及び達成されることができる。請求項において、単語"有する"は、他の要素又はステッ
プを除外せず、不定冠詞"１つの"は、複数を除外しない。特定の方策が相互に異なる従属
請求項に記載されているという単なる事実は、これらの方策の組み合わせが有利に使用さ
れることができないことを示さない。請求項内の参照符号は、範囲を限定すると解釈され
るべきではない。
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